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１ 策定の目的 

（１）業務継続計画の意義 

   業務継続計画とは、災害などの重大な危機事象から、県民の生命・身体・財産を守

り、安全・安心を確保するため、庁舎や職員、ライフラインなどが制約された状況下

でも県が優先的に実施すべき業務をあらかじめ定め、その遂行に必要な措置を講じて

おくことを目的とした計画です。 

 

（２）計画の対象機関 

   福島県いわき地方業務継続計画（以下「本計画」という。）の対象はいわき地方振興

局、浜児童相談所、いわき農林事務所、水産事務所、いわき建設事務所、小名浜港湾

建設事務所、いわき教育事務所とします。 

 

（３）非常時優先業務の概念 

   災害発生時には、いわき地方の各機関においても活用できる資源（人・物・情報及

びライフライン）には制約を受けることを前提に、継続すべき業務を「非常時優先業

務」として特定しておく必要があります。 

   本計画で定める「非常時優先業務」は、災害発生時の限られた人員等の資源の中で

も、他の業務に優先して継続しなければならない通常業務や、迅速に行わなければな

らない災害応急・復旧業務とし、その概念は図１のとおりとします。 

   図１ 非常時優先業務の概念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）計画導入の効果 

  ① 業務継続計画を策定し、必要な措置を講ずることにより、図２のように業務立ち

上げ時間の短縮や発災直後の業務レベルの向上を図ることが可能となります。 

  ② 市町村などの業務継続計画策定の基礎となり、行政活動の速やかな再開に寄与し

ます。 
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   図２ 業務継続計画導入による効果 
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２ 本計画の基本方針 

 ア 災害発生時においては、県民の生命、身体及び財産を保護し、被害を最小限にとど

めることが県の最大の責務であるため、災害応急対策を中心とした非常時優先業務を

最優先に実施します。 

 イ 非常時優先業務の実施に必要な資源（人、物、情報、ライフライン等）の確保、配

分はいわき地域の各機関の横断的な体制で実施します。 

 ウ 非常時優先業務の実施に必要となる人員や資機材等を最優先で確保するため、非常

時優先業務以外の通常業務については、積極的に休止、抑制するなど、非常時優先業

務に影響を与えないことを第一に対応します。 
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業務レベルの向上 

優先順位の選定 

目標とする業務レベル 

までの時間の短縮 

計画運用後の業務レベルと時間曲線 
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第２章 前提とする地震と被害想定 
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１ 想定地震 

  東日本大震災の最大震度と同じ震度６強の震度をいわき市内で観測することを想定し

ます。 

  また、発生時刻等の条件により、被害や県の業務継続に必要な資源（人、物、情報及

びライフライン等）への影響は極めて多岐なものとなるため、本計画では本庁の業務継

続計画と同様、執務時間内の被災と執務時間外の被災という区分で設定します。 

 

２ 被害想定 

  大規模地震の発生時には、建物・交通施設の損傷、電気・水道・ガス・通信等のライ

フラインの物理的被害のほか、多数の人的被害が予想されますが、本計画では、県の業

務継続に必要な資源（人、物、情報及びライフライン等）に影響を与える要因として以

下の定性的な状況を被害想定とします。 

 

 ○ 大規模地震の影響により、県有施設を含め、多数の建物被害が発生する（特に耐震

性の低い建物を中心に）。一部の地域では、津波や液状化による被害も発生する。 

 ○ 地震による建物被害や津波、火災等により、県職員本人や家族等も含め、多数の人

的被害が発生する。 

 ○ 建物被害や津波等による避難者が多数発生する。 

 ○ 道路、鉄道等の損傷により公共交通機関の運行が一定期間停止する。このため、県

職員は、発災直後は公共交通機関や自動車を利用した参集が困難となる。 

 ○ 電気・水道・ガス・通信等のライフラインが一定期間停止する。県有施設において

は、非常用電源から電力の供給のない各種業務システムは一時使用できなくなる。 
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第３章 非常時優先業務 
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１ 非常時優先業務の選定基準 

  第１章の１－（３）で定義した、非常時優先業務を選定するに当たっての優先区分と

その基準は表１のとおりとします。 

  表１ 非常時優先業務選定に当たっての優先区分と基準 

非 常 時 

優先業務 

（優先度の高

い通常業務、優

先度の高い復

旧業務、災害応

急対策業務） 

Ａ 

 発災後直ちに（概ね３時間以内）着手しないと、県民の生命・身体・

財産や県民生活等に重大な影響を及ぼすことになるため、限られた資源

の中であっても最優先的に対策を講じる必要がある業務。 

Ｂ 

 発災後１２時間以内に着手しないと、県民の生命・身体・財産や県民

生活等に大きな影響を及ぼすことになるため、限られた資源の中であっ

ても優先的に対策を講じる必要がある業務。 

Ｃ 

 発災後１日以内に着手しないと、県民の生命・身体・財産や県民生活

等に大きな影響を及ぼすことになるため、限られた資源の中にあっても

早急に対策を講じる必要がある業務。 

Ｄ 

 発災後３日以内に着手しないと、県民の生命・身体・財産や県民生活

等に大きな影響を及ぼすことになるため、限られた資源の中にあっても

早急に対策を講じる必要がある業務。 

Ｅ 

発災後１週間以内に着手しないと、県民の生命・身体・財産や県民生活

等に相当の影響を及ぼすことになるため、限られた資源の中であっても

早急に対策を講じる必要がある業務。 

その他の 

業務 
Ｆ 

 発災後１週間以内は着手しなくとも、県民の生命・身体・財産や県民

生活等に大きな影響を及ぼすことはないと見込まれる業務。 

 

２ 非常時優先業務の特定 

  本計画の対象機関の業務のうち、上記１の基準に基づいて県民の生命や生活等への影

響を評価し、非常時優先業務を表２のとおり選定しました。 

  なお、具体的な機関別の非常時優先業務については別紙１のとおりとします。 

  表２ 非常時優先業務数 

区分 区分の基準 非常時優先 

業務数 

(A=B+C) 

応急・復旧 

業務数 

(B) 

優先すべき 

通常業務数 

(C) 

Ａ 発災後直ちに（概ね３時間以内）に着手

すべき業務 

 

  １０７    

 

  １０６  

 

    １ 

Ｂ 発災後１２時間以内に着手すべき業務    ３３    ２８     ５ 

Ｃ 発災後１日以内に着手すべき業務    ３２    １８    １４ 

Ｄ 発災後３日以内に着手すべき業務    １１    １０     １ 

Ｅ 発災後１週間以内に着手すべき業務    １０     ９     １ 
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第４章 執行体制の確保と対策 
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１ 災害対策地方本部体制の確保 

  災害対策地方本部の設置基準、組織、職員の動員配備、班体制の運営等は、福島県地

域防災計画（地震・津波対策編）の定めるところによるものとします。 

 

  図３ いわき災害対策地方本部組織編成表 

    地方本部 

                             （班名）       （班長） 

   地方本部長（いわき地方振興局長）         総 括 班（いわき地方振興局県民部副部長） 

   地方副本部長（いわき地方振興局次長）          情 報 班（いわき地方振興局企画商工部副部長(総務担当)） 

   地方本部員                    対 策 班（いわき地方振興局企画商工部副部長(業務担当)） 

     いわき地方振興局企画商工部長 

     いわき地方振興局県税部長            （班名）       （班長） 

     いわき地方振興局県民部長           企画商工班（いわき地方振興局企画商工部長） 

     いわき地方振興局出納室長           県 税 班（いわき地方振興局県税部長） 

     浜児童相談所長                出 納 班（いわき地方振興局出納室長） 

     ハイテクプラザいわき技術支援センター所長   農 林 班（いわき農林事務所長） 

     いわき農林事務所長              水 産 班（水産事務所長） 

     水産事務所長                 家畜保健衛生班（いわき家畜保健衛生所長） 

     いわき家畜保健衛生所長            建 設 班（いわき建設事務所長） 

     水産試験場長                 港 湾 班（小名浜港湾建設事務所長） 

     いわき建設事務所長              工業用水班（企業局いわき事業所長） 

    小名浜港湾建設事務所長            教 育 班（いわき教育事務所長） 

企業局いわき事業所長 

いわき教育事務所長 

相双保健福祉事務所いわき出張所長 

 

２ 職員の参集 

（１）執務時間内の被災の場合 

   勤務時間内に大規模な地震が発生した場合、執務室内のロッカーやキャビネットの

転倒やガラスの飛散等により職員の安全に影響が及ぶおそれはありますが、大部分の

職員は被災後も業務への従事が可能であり、非常時優先業務実施に必要な人数は確保

できると想定されます。 

 

（２）執務時間外に被災した場合 

  ① 参集予測方法 

    勤務時間外に大規模な地震が発生した場合に、いわき合同庁舎に参集可能な職員

数を時系列で把握するため、各機関の対象職員及びいわき地方在住の県職員の緊急

時登庁先までの時間を基に参集時間と参集職員数を算定しました。 

機能班（事務局） 

実働班 
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  【職員参集数算出の条件】 

   ア 発災後２日間は、居住地から徒歩で参集することを想定。 

     身支度や家族の安否確認などを要することや、悪路も考慮して、通常の歩行速

度よりも遅い時速３kmで所要時間を算出する。 

   イ １日の歩行距離の上限は２０km未満とする。 

     （実際には自転車の利用も考えられるが、参集に要する最大の時間を見込むた

め、想定は徒歩とする。） 

   ウ 参集距離が２０km以上の遠距離通勤者は、公共交通機関が復旧するまで参集不

可とし、２０km～４０kmまでは３日目から、また、４０kmを超える者も１週間後

には参集が可能になるものと想定する。 

   エ 職員自身やその家族が直接被害を受け、登庁できないケースを考慮し、発災か

ら３日目までは職員の３０％、３日目から１週間までは２０％、その後も２％を

参集困難者と想定する。 

   オ いわき合同庁舎のあるいわき市から遠距離通勤しているもののうち、５０％は

いわき合同庁舎に参集するものと想定。２０ｋｍ～４０ｋｍは発災後１２時間か

ら２日目まで、４０ｋｍ以上は発災後３日目から６日目までいわき合同庁舎に参

集するものとして算出する。 

 

 

   図４ 予測結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遠距離通勤の職員 ０ ０ ４２ １１ ０ ０ 

いわき各機関の職員 ８１ １６８ ２０２ ２１３ ２５９ ３１７ 

    （平成２８年３月 1日現在）      

 

 

１時間 

以内 

３時間 

以内 

24時間 

以内 

３日 

以内 

１週間 

以内 

１ヶ月 

以内 

25% 52% 62% 67% 80% 98% 

発災後の時間 

職員参集率(想定) 

５０人 

１００人 

１５０人 

２００人 

２５０人 

３００人 

遠距離通勤の職員 

いわき各機関の職員 
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３ 非常時の参集体制 

（１）参集場所 

   勤務時間外、休日等において大規模地震が発生し、いわき災害対策地方本部の配備

が決定された場合は、所属又はあらかじめ指定する場所に参集します。 

   なお、所属の執務室に入室できない場合を想定し、各機関は臨時の代替参集場所を

定めておくこととします。 

 

（２）非常時優先業務に係る要員の指定 

  ① 担当者の特定 

    各機関は、いわき災害対策地方本部要員の指定のほか、他の非常時優先業務の担

当者についても、あらかじめ指定しておくものとします。 

    なお、大規模地震による交通の途絶、職員自身あるいはその家族の被災等により

職員の参集が困難となり、非常時優先業務が遅滞・停止することを防ぐため、複数

の代替職員についても指定するものとします。 

  ② マニュアルの整備 

    各機関は、代替職員が非常時優先業務に従事する場合であっても円滑な業務実施

が可能となるよう、各非常時優先業務のマニュアル、チェックリスト等の整備に努

めるものとします。 

  ③ 職員の応援体制 

    非常時優先業務の集中する機関では人員不足が生じ、また２４時間対応により交

代職員の確保も必要となることから、業務の実施に支障が出ないよう各機関間の応

援・受援を次により行うこととします。 

 

   ア 応援を必要とする機関の長は、応援を必要とする業務と大まかな必要人数を把

握し、いわき地方振興局長に応援を要請する。 

     ↓ 

   イ いわき地方振興局長は、要請を受け、応援する機関、応援する職員数、業務内

容、応援期間等具体的な調整を実施し、応援を決定する。 

     ↓ 

   ウ 応援実施の決定を受け、応援する機関と応援を受ける機関は、人選等具体的な

調整を実施。 

 

４ 指揮命令系統及び職務代行 

  大地震発生時、幹部職員が被災により一定期間不在となることも想定されます。 

このような場合、「福島県行政組織規則」、「福島県事務委任規則」、「福島県事務決裁規

定」等の定めに基づく指揮命令系統の変更及び職務の代行となることから、各機関は事

務処理に支障を生じないよう事前に確認しておくこととします。 
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第５章 執務環境の整備及び確保 
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１ 庁舎の耐震化と代替施設の確保 

（１）現状・課題 

  ○ いわき合同庁舎及び南分庁舎の耐震性は、平成２８年１０月に耐震改修工事が完

了したことから、震度６強の地震が発生しても倒壊の危険性はありません。 

  ○ 浜児童相談所は、耐震性能がＡ判定であり震度６強でも倒壊の危険性はありませ

ん。 

  ○ 小名浜港湾建設事務所は、災害時の業務継続が可能な新庁舎に整備されています。 

 

（２）対策 

  ○ いわき合同庁舎の耐震改修工事完了後においても火災類焼等による被害などに備

え、代替施設（執務スペース）の確保が重要となることから、次表の施設を代替施

設とします。 

  表３  

施設名 所有者 耐震性能 所在地 

ハイテクプラザいわき技術支援センター 県 新耐震 いわき市常磐下船尾町杭出作 23-32 

    

    

 

２ 執務室の確保 

（１）現状・課題 

  ○ いわき合同庁舎は、耐震改修工事が完了しているため建物の倒壊の危険性はあり

ませんが、大地震による震動により執務室内のロッカーやキャビネットの転倒、天

井材の脱落、ファイル類や窓ガラスの飛散などの可能性は残り、職員の安全に及ぼ

す影響や執務室への出入り困難まで完全に防ぐことはできません。 

 

（２）対策 

  ○ 職員の安全及び執務室へのスムーズな出入りを確保するため、ロッカーやキャビ

ネット類は執務室出入口に置かない工夫や耐震固定金具等による転倒防止策を講じ

たり、パソコンやテレビ類などの固定化を図ります、また、窓ガラス等については

飛散防止フィルム等の貼付などの対策も検討します。 

 

３ 電力・上下水道・食料の確保 

（１）電力 

  ア 現状・課題 

   ○ いわき合同庁舎では、停電により外部からの電力供給がストップした場合、蓄

電池により電力が供給されますが、避難や消火等のための最低限の容量であり、

通常の電力が供給されないことから非常時優先業務の執行はできない状況になり

ます。 
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     災害対策地方本部を設置する場合に備えて、執務室に電力は供給できますが、

連続運転は３０分間程度にとどまります。 

   ○ 蓄電池から電力供給を受けることのできるコンセントや照明等については限定

されていることから、その状況を把握をしておく必要があります。 

  イ 対策 

   ○ いわき合同庁舎における非常用電源設備の容量増を検討します。 

   ○ 県と福島県石油業協同組合との間では、「災害時における燃料等の供給に関する

協定」を締結（平成 25年 9月 9日）しており、電源の燃料について優先供給を受

けることができるようになっています。 

   

（２）上下水道 

  ア 現状・課題 

   ○ 水道施設が被災し、断水になった場合でも、庁舎の受水槽、高置水槽及び給水

管に損傷（水漏れ）がなければ、貯水分の水の供給が可能です。ただし、その容

量は飲料水及び雑用水でほぼ２日分しかなく、電力の供給がなければ、高置水槽

のみの供給となるため、使用可能日数はさらに短くなります。 

   ○ 飲料水については、ペットボトルで災害対策地方本部事務局職員分の３日分を

確保していますが、各機関で非常時優先業務に従事する職員分の備蓄は行ってい

ません。 

  イ 対策 

   ○ 漏水により二次被害を防止するため、発災直後は給水管の安全性が確認される

までは、給水を停止します。 

   ○ 飲料水は発災から直ちに不足することが予測されていることから、各機関等に

おいて、さらには職員個人での確保に努めることとします。 

   ○ トイレ用の雑用水は少ないことから、速やかに仮設トイレ等での対応を検討し

ます。 

 

（３）食料等 

  ア 現状・課題 

   ○ 大規模地震が発生した場合、非常時優先業務を執行する相当数の職員が数日間

にわたり庁舎内に留まらなければならない可能性があります。 

   ○ 食料については、災害対策地方本部事務局の職員用として３日分が備蓄されて

いますが、各機関で非常時優先業務に従事する職員分の備蓄は行っていません。 

  イ 対策 

   ○ 各機関で非常時優先業務に従事する職員分の食料の確保に努めることとします。 

 

４ 通信手段の確保 

（１）ＮＴＴ回線・携帯電話 
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  ア 現状・課題 

   ○ いわき合同庁舎内の電話設備は、大部分が庁舎内の交換機を経由してＮＴＴ回

線と接続されており、この交換機又は電話回線の損傷がなければ、非常用発電機

からの電力供給がある間は使用可能です。 

   ○ いわき合同庁舎には、災害発生時にＮＴＴの発信規制を受けない「災害時優先

電話」が７回線設置されています。 

   ○ 携帯電話については、各機関で公用配備を行っています。ただし、関係職員全

てに配備されているわけではありません。 

  イ 対策 

   ○ 庁舎内交換機が破損して使用可能な回線が大幅に減少することも考えられるこ

とから、災害時優先電話や緊急時対応直通電話を増やしていくことを検討します。 

 

（２）県総合情報通信ネットワーク【防災通信】 

  ア 現状・課題 

   ○ 県総合情報通信ネットワークは、衛星回線と地上系無線回線及び有線回線の複

数ルートで構成される防災通信の要であり、いわき合同庁舎で５４回線（地上系

有線４６回線、地上系無線５回線、衛星系３回線）が整備されています。 

   ○ 県総合情報通信ネットワークにより、いつでも関係機関相互で、災害時の緊急

情報の伝達ができるようになっており、停電時でも非常用発電機が稼働し、約１

５時間の使用が可能です。 

  イ 対策 

   ○ 非常用発電機は約１５時間の運転が可能ですが、長期化した場合には燃料の確

保が必要となることから、県と福島県石油業協同組合との協定に基づき、燃料の

優先的な供給を受けるようにします。 

   ○ 総合情報通信ネットワークに係る機器については、転倒防止策を講じます。 

 

５ 各種業務システム等 

（１）現状・課題 

○ いわき地方管内の各機関には表４のとおり業務システムが設置されています。 

   ○ 庁舎内にメインサーバが設置されている各業務システムについては、転倒防止

対策を行っています。 

   ○ 被災のため担当職員が参集できないことも想定し、担当職員以外でも使用でき

る体制を構築しています。 

   ○ 各種業務システムの機器や回線の損傷がなくても、大きな地震動でのデータの

毀損や、長時間の停電や給水管の破損等による冠水で使用できなくなる可能性が

あります。 
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   表４  

設置機関 システム名 

全機関 

情報通信ネットワークシステム 

総合行政ネットワークシステム 

財務関係システム 

いわき地方振興局企画商工部 住民基本台帳ネットワークシステム 

いわき地方振興局県税部 税務システム 

いわき地方振興局県民部 
防災事務連絡システム 

原子力災害用緊急時連絡用システム 

いわき農林事務所 
農林事業管理システム 

補助版標準積算システム 

いわき建設事務所 

小名浜港湾建設事務所 

事業執行管理システム 

設計積算システム 

河川流域総合情報システム 

いわき建設事務所 道路管理システム 

小名浜港湾建設事務所 

ソーラス監視システム 

波浪・潮位観測システム 

風向風速観測システム 

 

（２）対策 

○ 各種業務システムの機器については、転倒防止対策を講じるとともに、取扱マニ

ュアルの確認や非常時における対応等の確認・訓練の機会を設け、担当職員以外で

も確実に使用できるようにします。 

○ 各種業務システムの重要データについては、定期的にバックアップを行い、デー

タの保全を図ります。 
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第６章 計画の推進 
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１ 全体的な取組み 

  本計画を実効あるものとするため、定期的な点検作業を通じて計画の問題点を洗い出

していくとともに、各機関において実施マニュアル等を作成するなどにより具体的な取

組みを行っていく必要があります。 

  また、個々の非常時優先業務を実施していくうえで必要な資源（人員、執務環境、電

力・上下水道・食料、通信手段等）の確保に向けた課題の解決と対策に、いわき地方の

県の機関が一丸となって着実に取り組んでいく必要があります。 

 

２ 計画の見直し 

  本計画は、訓練等の実施による問題点の洗出しや課題の検討を踏まえ、継続的に改善

を行うこととします。 

 

 

 

 

 

 



３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

初動調整業務　※ Ａ ○

機関内全職員の安否確認と本庁主管課及び地
方振興局への連絡

Ａ ○

機関内の被害状況の把握 Ａ ○

　※　初動調整業務（全所属共通）

　　　・職員（家族を含む）の安否確認

　　　・執務室の被害状況の確認とスペースの確保

　　　・職員の食料等の確保

　　　・職員の勤務割、健康管理

　　　・その他庶務業務

いわき地方振興
局

全部・室共通 初動調整業務（全所属共通） Ａ ○

機関内全職員の安否確認と本庁主管課への連
絡

Ａ ○

機関内の被害状況の確認 Ａ ○

予算の執行管理（通常） Ａ ○

企画商工部
振興局対応要員及び県管理施設（合同庁舎､
公舎及びこれらの附属施設等に限る。）の安
全確保

Ａ ○

代替庁舎の確保 Ａ ○
県職員等及び県管理施設（合同庁舎、公舎及び
これらの附属施設等に限る。）の被害の集計・
報告

Ａ ○

物資の調達（主要食料を除く。） Ａ ○

緊急物資の受入及び搬送 Ａ ○

管内関係団体の被害状況の収集・報告 Ａ ○

振興局執務室、合同庁舎、振興局内公用自動車
の管理（通常）

Ｂ ○

振興局対応要員の食料及び宿泊先の確保 Ｂ ○

経営・金融に関する相談（通常） Ｂ ○

住民基本台帳ネットワークシステムの管理
（通常）

Ｂ ○

岩石採取場の災害防止 Ｃ ○

非常時優先業務一覧表

機関名 業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

業務を開始する時期

機関名 業務内容 区分

全機関共通

別紙１
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県税部 緊急物資の受入及び搬送 Ｂ ○

緊急通行車両の確認及び許可証等の交付 Ｂ ○

県税に関する相談、広報（通常） Ｂ ○

緊急に解除が必要な差押の解除 Ｂ ○

徴収金の庁内領収 Ｃ ○

納税証明書（通常） Ｃ ○

申告（申請）書等の受理（通常） Ｃ ○

過誤納金債権譲渡通知書の受理（通常） Ｃ ○

自動車二税申告書の受理（通常） Ｃ ○

自動車税の納税証明書（継続検査用）の交付
（通常）

Ｃ ○

県税の減免及び猶予措置 Ｄ ○

県民部 高圧ガス・火薬関係事故の対策及び指導 Ａ ○

環境汚染事故の対策及び指導 Ｂ ○

旅券の発給業務（通常） Ｂ ○

有害鳥獣捕獲許可（人的被害防止等緊急に必要
なものに限る）

Ｂ ○

高圧ガス・火薬関係許認可等（緊急に必要な
ものに限る）

Ｃ ○

災害廃棄物処理に係る許認可等（一般廃棄物処
理施設特例届出　他）

Ｃ ○

一般環境大気・水質調査（通常） Ｄ ○

児童福祉施設の安否情報の確認、被害状況の
把握・報告

Ａ ○

児童福祉施設の応急復旧 Ａ ○

出納室 事務用品、備品の管理・補給 Ａ ○

緊急物資等の受入及び配送 Ａ ○

義援金品の受付及び配布 Ｂ ○

支出調書等支出関係書類の審査・確認（通
常）

Ｃ ○

支払不能の調査（通常） Ｃ ○

東邦銀行への支払証の持込み（通常） Ｃ ○

庶務業務の集中処理（通常） Ｃ ○

給与計算事務の集中処理（通常） Ｃ ○

緊急時における財務関係特殊処理の周知及び指
導（実施の場合に限る）

Ｃ ○

業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

７日
以内

機関名 12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内
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３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

浜児童相談所 初動調整業務 Ａ ○

事務所内の被害状況等の把握 Ａ ○

事務所内全職員の安否確認 Ａ ○

一時保護所入所児童の安否確認 Ａ ○

事務所の応急復旧 Ａ ○

一時保護所の応急復旧 Ａ ○

児童福祉施設の安否情報の確認、被害状況の
把握・報告

Ａ ○

里親の安否情報の確認、被害状況 Ａ ○

事務所内の職員の不足状況調査と調整 Ｂ ○

公印の管理（通常） Ｃ ○

被災地における被災児童のメンタルヘルスケア Ｄ ○

機関名 業務内容 区分

業務を開始する時期
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初動調整業務 Ａ ○

農林水産業への被害状況の集計・報告 Ａ ○

農作物関係の被害状況の把握 Ａ ○

卸売市場の被害状況等の把握 Ａ ○

応急救助のための主食の調達 Ａ ○

国営造成施設及び県有土地改良施設の被害状
況の確認・報告

Ａ ○

林道・治山工事施工中箇所の被災状況の確
認・報告

Ａ
○

(一次
点検)

○
(二次
点検)

事務所内の職員の不足状況調査と調整 Ｂ ○

応急救助のための農産物の調達 Ｂ ○

公印の管理（通常） Ｃ ○

農作物関係の被害状況のとりまとめ Ｃ ○

治山施設の被害状況の確認・報告 Ｃ ○

農地及び農業用施設の被害状況の確認・報告 Ｃ ○

被災農地及び農業用施設の応急復旧
（農地海岸、農地地すべり区域含む）

Ｃ ○

林道の被災状況の確認・報告（生活道） Ｃ ○

被災林道の応急復旧状況の確認（生活道） Ｃ ○

農林業関係団体の被害状況の把握 Ｃ ○

林産品の生産流通加工施設の被害状況の把握 Ｃ ○

農業災害の軽減及び拡大防止対策 Ｄ ○

被災農林業者に対する融資制度等の実施 Ｅ ○

農林地及び農林施設の被害状況に応じた復旧
工法の情報提供

Ｅ ○

農林事業管理システム及び補助版標準積算シ
ステムの維持・管理（通常）

Ｅ ○

機関名 業務内容 区分

いわき農林事務
所

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内
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水産事務所 初動調整業務 Ａ ○

事務所内（出張所等含）の被害状況等の把握 Ａ ○

事務所内（出張所等含）全職員の安否確認 Ａ ○

応急救助用漁船の調達 Ａ ○

水産関係施設（漁港施設を除く）、漁船等の
被害状況の把握

Ａ ○

水産物関係の被害状況の把握 Ａ ○

事務所内の職員の不足状況調査と調整 Ｂ ○

公印の管理（通常） Ｃ ○

水産業関係の被害状況のとりまとめ Ｃ ○

水産関係施設、漁船等の応急復旧 Ｄ ○

水産業に対する災害の軽減及び拡大防止対策 Ｄ ○

被害漁業者に対する漁業金融及び漁業災害補
填

Ｅ ○

３日
以内

７日
以内

機関名 業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内
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初動調整業務

・安全確保と安否確認 Ａ ○

・職員の参集 Ａ ○

事務所の対策本部設置

・地方本部を設置 Ａ ○

事務所内の執務環境

・執務室のインフラ等を点検し報告 Ａ ○

職員の安否及び参集状況

・職員の安否及び参集状況を調査し報告 Ａ ○

各管理施設の被害状況

・維持委託業者の体制確認及び報告 Ａ ○

・各管理施設のパトロール実施 Ａ ○

・各管理施設の被害状況取りまとめ Ａ ○

・各現場の被害状況取りまとめ Ａ ○

事務所内の対策本部会議資料作成

・事務所の対策本部会議資料作成と報告 Ａ ○

対応活動

・水害を軽減する水門や樋門の操作 Ａ ○

・県有施設の応急的営繕工事の実施体制を設
置

Ａ ○

・緊急輸送路等の応急対策業務に着手(※) Ａ ○

・警察と協力して交通規制に着手 Ａ ○

・県民への情報提供（通行止め情報等） Ａ ○

・利用上支障のある各管理施設の応急復旧に
着手(※)

Ａ ○

・洪水や高潮等による障害物除去等の緊急措
置に着手(※)

Ａ ○

・各管理施設の応急復旧対策の取りまとめ Ｂ ○

・各管理施設の応急復旧に着手(※) Ｂ ○

・他団体等との応援協定に基づく、応援の要
請

Ｂ ○

・一時使用可能な公営住宅の情報提供 Ｄ ○

・応急住宅斡旋に関する相談活動の実施 Ｅ ○

業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

機関名

いわき建設事務
所

※について、発災時に限られた人材・資材・機材での対応となり、維持委託業者の体制の中で優先
順位を判断し対応にあたる為、着手の明確な時間は発災条件による。（緊急輸送路の機能回復、孤
立集落の発生等）
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初動調整業務

・安全確保と安否確認 Ａ ○

・職員の参集 Ａ ○

事務所の対策本部設置

・地方水防本部を設置 Ａ ○

事務所内の執務環境確保

・庁舎等の被害状況調査（電気機械設備を含
む）

Ａ ○

・自動車、燃料の確保（通常） Ａ ○

・通信連絡手段の確保 Ａ ○

・ソーラス監視システム、潮位観測システム
等の被害状況確認･応急対策

Ａ ○

・福島県情報通信ネットワークシステムの被
害状況確認･応急対策

Ａ ○

・サーバー基盤システム･グループウェア･
CMSシステム、総合行政ネットワークシステ
ム等の被害状況確認･応急対策

Ａ ○

・公印の管理（通常） Ｃ ○

職員の安否及び参集状況

・職員の安否及び参集状況を調査し報告 Ａ ○

各管理施設の被害状況把握

・維持委託業者の体制確認及び報告 Ａ ○

・各管理施設のパトロール実施 Ａ ○

・各管理施設の被害状況取りまとめ Ａ ○

事務所内の対策本部会議資料作成

・事務所の対策本部会議資料作成と報告 Ａ ○

対応活動

・港湾関係団体との連絡・調整 Ａ ○

・津波による被害を軽減する陸閘の操作 Ａ ○

・県有施設の応急的営繕工事の実施体制を設
置

Ａ ○

・海上輸送を行うための港湾機能の確保 Ａ ○

・緊急輸送路等の応急対策業務に着手 Ａ ○

・警察と協力して交通規制を実施する Ａ ○

・県民への情報提供（通行止め情報等） Ａ ○

・利用上支障のある各管理施設の応急復旧を
実施

Ａ ○

・港湾、漁港区域内の航路等の障害物除去に
努める

Ａ ○

・各管理施設の応急復旧対策の取りまとめ Ｂ ○

・各管理施設の応急復旧を実施 Ｂ ○

・他団体等との応援協定に基づく応援要請 Ｂ ○

機関名 業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

小名浜港湾建設
事務所
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初動調整業務 Ａ ○

事務所内全職員の安否確認と教育総務課及び
いわき地方振興局への連絡

Ａ ○

事務所内の被害状況の把握 Ａ ○

ふくしま教育総合ネットワークの維持管理 Ａ ○

管内県立学校、県立社会教育施設、市立学校
の避難所としての運営支援

Ａ ○

管内市立学校、県立学校の児童生徒・教職員
及び施設の被災状況の把握・報告

Ａ ○

管内市立学校の学校保健・安全・給食に係る
連絡調整

Ｃ ○

管内市立社会教育施設の被害状況の把握・報
告

Ｄ ○

管内市立学校の授業再開時期等に係る連絡調
整

Ｄ ○

管内市立学校、県立学校の学用品の要望調査 Ｄ ○

管内市指定文化財の被害状況把握 Ｅ ○

管内市立学校の児童生徒の心のケア Ｅ ○

いわき災害対策
地方本部

総括班 地方本部の設置 Ａ ○

対応要員の確保及び勤務ローテーション作成 Ａ ○

県災害対策本部との連絡調整 Ａ ○

地方本部員会議の運営及び記録 Ａ ○

地方本部長の補佐 Ａ ○

各機能班との連絡調整 Ａ ○

管内市町村、消防本部、自衛隊及びその他の
防災関係機関との連絡調整

Ａ ○

管内市町村の災害対応業務の支援 Ａ ○

その他災害対策の実施 Ａ ○

ボランティア情報の収集及び提供 Ｂ ○

視察団の視察対応 Ｃ ○

業務量に応じた地方本部体制の見直し Ｅ ○

機関名 業務内容 区分 12ｈ
以内

１日
以内

業務を開始する時期

３ｈ
以内

３日
以内

７日
以内

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

いわき教育事務
所

機関名 業務内容 区分
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情報班 情報連絡員の市町村への派遣 Ａ ○

先遣隊の被災個所への派遣 Ａ ○

被災情報の収集及び集計 Ａ ○

生活への影響に関する情報収集 Ａ ○

被災地支援情報の取集 Ａ ○

管内市町村、消防本部その他の防災関係機関
の災害対策の把握

Ａ ○

避難の指示等の伝達 Ａ ○

各班及び防災関係機関等への情報提供 Ａ ○

災害発生時以降における県民等からの問い合
わせの対応

Ａ ○

災害に関する広報及び報道機関からの取材対
応

Ａ ○

県総合情報通信ネットワークの管理統制 Ａ ○

情報等の整理及び保存 Ｂ ○

対策班
救援（避難所の供与に係る市町村との調整・
実施）の実施

Ａ ○

救援（被災者の捜索・救出に係る市町村との
調整・実施）の実施

Ａ ○

広域陸上輸送拠点の開設及び運営 Ａ ○

避難経路及び運送経路等の確保 Ａ ○

避難行動要支援者対策 Ａ ○

救援（食料・飲料水及び生活必需品の給与に
係る市町村との調整・実施）の実施

Ｂ ○

救援（医療等の提供に係る市町村との調整・
実施）の実施

Ｂ ○

救援（避難所等への臨時電話等の設置に係る
市町村との調整・実施）の実施

Ｂ ○

緊急物資等の受入、配分及び配送に係る調整 Ｂ ○

避難誘導の状況把握及び支援 Ｂ ○

廃棄物収集体制の構築 Ｂ ○

救援（埋葬・火葬及び死体の捜索・処理に係
る市町村との調整・実施）の実施

Ｂ ○

消費者保護対策及び物価対策 Ｃ ○

救援（学用品の給与に係る市町村との調整・
実施）の実施

Ｄ ○

救援（住宅の応急修理に係る市町村との調
整・実施）の実施

Ｅ ○

機関名 業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内
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別紙２

参集職員数の推計（地方災害対策本部対象）

　　　発災後の時間ごとの参集者の推計（機関別＋遠距離通勤） データ①＋②

3km 9km 20km

以内 以内 以内

勤務者の参集数 81 168 202 213 259 317

通勤者の参集数 0 0 42 11 0 0

参集合計数 81 168 244 224 259 317

　※１　この表は、各機関での参集職員数の推計と当該地域から遠距離通勤している職員のうち合同庁舎に参集

　　　できると想定される職員の合計数である。

　※２　各機関で対象となる職員のうち、職員自身の被災や家族の安否確認に時間を要することを考慮し、３日目

　　　までは３割、１週間までが２割、それ以降も２％が参集できないものとする。

　※３　歩行速度は、身支度や家族の安否確認、障害物の迂回及び休憩を考慮し、3km/hとした。また、１日の

　　　歩行限度を20km、20km～40kmは３日目から、40km以上は１週間目から通勤可能と想定。

　※４　対象となる遠距離通勤者のうち、５割が合同庁舎に参集するものと想定。

　※５　通勤距離が20km～40kmの通勤者は発災後12時間～２日目まで、40km以上の通勤者は発災後12時間～

　　　６日目まで合同庁舎に参集するものとして推計。

参集職員数の推計（地方災害対策本部の機能班・実動班となっている機関が対象）

　　　発災後の時間ごとの参集者の推計（機関別計） データ①

3km 9km 20km

以内 以内 以内

職員参集数（想定） 81 168 202 213 259 317

職員参集率（想定） 25% 52% 62% 66% 80% 98%

　３割、１週間までが２割、それ以降も２％が参集できないものとする。

　の歩行限度を20km、20km～40kmは３日目から、40km以上は１週間目から通勤可能と想定。

※　対象となる職員のうち、職員自身の被災や家族の安否確認に時間を要することを考慮し、３日までは

※　歩行速度は、身支度や家族の安否確認、障害物の迂回及び休憩を考慮し、3km/hとした。また、１日

いわき地方振興局管内
（いわき市）

各勤務公所までのおよその通勤距離 通勤距離20km以上

発災後の時間
１時間
以内

３時間
以内

12～24
時間
以内

３日
以内

１週間
以内

１ヶ月
以内

（平成28年3月1日現在）

（平成28年3月1日現在）

いわき地方
災害対策本部

各勤務公所までのおよその通勤距離 通勤距離20km以上

発災後の時間
１時間
以内

３時間
以内

12～24
時間
以内

３日
以内

１週間
以内

１ヶ月
以内
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